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平成３１年３月１５日  

福井県健康福祉部地域福祉課  

 

 

 「福井県再犯防止推進計画（案）」について、県民の皆様からご意見を募集

したところ、次のようなご意見をいただきました。  

 県では、いただいたご意見を「福井県再犯防止推進計画」および今後の施策の参考にさ

せていただきます。 

 

 

１ 募集期間 

   平成３１年２月１５日（金）から２月２８日（木）まで 

 

２ 意見件数 

   １４件（９人） 

 

３ 提出された意見の概要および県の考え方 

   別紙資料のとおり 

 

４ 問い合わせ先 

   福井県健康福祉部地域福祉課人権室 

   TEL 0776-20-0328 

      FAX 0776-20-0637 

      E-mail jinken@pref.fukui.lg.jp 

  

 ～福井県再犯防止推進計画（案）～ に関する  

     県民パブリックコメント意見募集の結果  

 

mailto:jinken@pref.fukui.lg.jp


福井県再犯防止推進計画（案）に関する県民パブリックコメント意見募集の結果 

 

〇国・民間団体等との連携による支援体制の整備 

No. 提出された意見の概要 意見に対する県の考え方 

1 出所後の支援を継続的に行うために

は、居住地区の関係者との連携が欠かせ

ない。そこで、市町や地区の更生保護サ

ポートセンターとの連携の具体的方向性

について、計画に記載すべきではないか。 

 計画では、市町に対し、適切に情報提

供を行い、施策の推進への協力を求めて

いくことや、各地区保護司会毎に設置さ

れている更生保護サポートセンターと連

携していくとされており、今後、ご意見

を参考に施策を進めていきます。 

2 例えば更生保護女性連盟は主婦で家計

を預かっている人も多く、家計指導など

も可能である。 

関係団体が連携して総合窓口を設置す

るなら、どのような事項について指導や

助言ができるのかも広報をすべきではな

いか。 

 今後、効果的な広報のあり方について、

関係団体も加わる連絡会議の場で検討し

ていきます。 

3 支援対象者については様々なケースが

考えられ、それぞれに有効な支援を行う

ためには福祉事務所のような関係機関が

集まり、個別の検討会を開催する必要が

あると考える。そのような取組みを計画

に盛り込むべきではないか。 

 総合支援窓口における支援に当たって

は、必要に応じて各種支援機関によるケ

ース検討会を開催するなど、適切な対応

を行っていきます。 

 

〇就労の確保 

No. 提出された意見の概要 意見に対する県の考え方 

4 就労の確保や住居の確保においては、

身元保証の有無が重要な課題となってい

る。身元保証制度の充実について計画に

記載すべきではないか。 

 国の再犯防止推進計画の中で法務省が

身元保証制度のあり方の見直しを含め所

要の施策を実施することとしています。 

5 暴力団加入歴がある者については、

様々な関係機関が連携し対応する必要が

ある。具体的な対応システムについて整

備することを計画の中に位置づける必要

があるのではないか。 

 暴力団加入歴がある者への対応につい

ては、福井社会復帰支援ネットワーク協

議会において、県暴力追放センターとも

連携し、対応していきます。 

6 コレワークの求職情報の提供対象は、

刑務所や少年院の入所者に限定されてい

る。しかし、実際は出所後に当事者がハ

ローワークに相談に行きづらくて就職で

きないケースが多くある。 

コレワークでの情報提供の範囲を出所

後の者にも拡大できないのか。 

 コレワークを運営している国に対し、

対象の拡大について検討を求めていきま

す。 

 



〇住居の確保 

No. 提出された意見の概要 意見に対する県の考え方 

7  住居の確保において公営住宅を活用す

る事は良い事だと思います。 

 公営住宅の空き状況や入居手続きにつ

いて総合相談窓口で情報提供することに

より活用を図っていきます。 

8  高齢や障害がある事で生活に困窮して

いる方が数多く存在する中、低価格で利

用できる公営住宅を希望する人も多い。

その中で、保証人の問題が高い壁となり、

利用につながらず、生活保護につながる

ケースがある。今後益々身よりが少なく

なる時代でもあり、早急に入居要件の見

直しをお願いしたい。 

 公営住宅法の改正や国において検討さ

れている身元保証制度の確立を前提にし

て、今後、入居要件について検討してい

きます。 

9 住居の有無は就労の確保のための重要

な条件となる。一方、就労を確保しても、

職場での適応がうまくできないため長続

きしない場合も多く、関係機関が連携し

て継続的な支援を行う必要があるのでは

ないか。 

 関係機関からなる総合相談窓口を設け

ることにより継続的な支援を行っていき

ます。 

 

〇保健医療・福祉サービスの利用の促進 

No. 提出された意見の概要 意見に対する県の考え方 

10 刑務所に入所している高齢者が再び罪

を犯すことなく地域で安定した暮らしが

送れるよう、地域生活定着支援センター

の活躍に期待しています。 

 地域生活定着支援センターがさらに有

効に機能するよう、支援機関の連携強化

を図ります。 

11 出所後速やかに福祉サービスにつなが

るよう、福祉支援を定着支援センターが

行っているが、刑余者という事で受け入

れを拒否され、結果的に必要なサービス

を受けられずに再犯に至ってしまうケー

スがあると思われる。よって、受け入れ

に対しさらに国や県から指導等を行って

頂き、サービスが受けられるような環境

を構築して頂きたい。 

 再犯防止施策の必要性について、福祉

関係者等への出前講座など普及啓発に努

め、理解の促進を図ります。 

12 犯罪をした者等に対する保健医療・福

祉サービスの周知について、薬物に限ら

ず依存症者の福祉的支援を行えるサービ

スが少なく、回復に向けたプログラムを

行えていない現状がある。医療機関の開

拓、周知はもちろんの事、回復施設（マ

ック、ダルク）等、より専門性の高い福

祉施設の充実も現実的なものにしてほし

い。 

 犯罪をした依存症者に対し適切な情報

提供を行い、現在の福祉サービスの有効

活用を図ります。また、福祉や医療関係

者に対し依存症者の再犯防止の必要性に

ついて啓発を行い、福祉施設や医療機関

の充実を図ります。 



13 富山ダルクでは現在 20人ほどの薬物

依存症の方を施設に受け入れているが、

そのすべての方が富山県外の出身で、福

井県出身者も 2名いる。これは、県内施

設に入所している限り、自身に甘えが生

じ、元の薬物使用時の仲間などから薬物

の誘いを受けたりするからである。 

そこで薬物依存対策について、福井県

でもダルクの立上げを支援するほか、県

外施設との連携も計画に入れてはどう

か。 

 薬物依存症者に関し、県内に適切な受

入施設がない場合は、県外施設と連携し、

その情報を総合相談窓口で提供していき

ます。 

 

〇民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進 

No. 提出された意見の概要 意見に対する県の考え方 

14 福井県は比較的安全な町という認識は

再犯者率が低いというところから、間違

いではないかもしれない。だが、反対に

身近な生活のなかでは、なじみが薄いも

のと感じる。 

「刑を終えて出所した人」の人権に対

する関心は県民の約 1割であり、県民の

関心の低さは大きな課題といえる。再犯

の背景には出所後、住居の確保や就労の

問題など、個人の頑張りだけではどうに

もならないこともあり、その問題に対し

ては地域住民の理解が必須だと考える。

しかし、住民としては関わりたくないも

のではある。再犯に至った背景や至って

しまう仕組みなど、地域住民に理解して

もらえるように、学校や公民館などで、

講義を行うなど、再犯について知っても

らう機会を増やしていってはどうかと思

う。 

 犯罪をした者等の人権啓発の強化につ

いては、市町等への啓発チラシの配布や

福祉関係者等への出前講座の実施によ

り、県民の理解を進めていきます。 

 


